
※
毎
月
１
回
、
第
３
水
曜
日
に
配
信
し
ま
す
。

配
信
開
始  
４
月
15
日
㈬
〜

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
市
政
を
よ
り
身
近
に
感

じ
て
い
た
だ
く
た
め
、
市
長
の
公
務
の
様
子

や
、
感
じ
た
こ
と
な
ど
の
生
の
声
を
メ
ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
で
配
信
い
た
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、「
防
災
情
報
」「
不
審
者
や
犯
罪
発
生
等
に
関
す
る
情
報
」「
子
育
て

情
報
」
の
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
配
信
中
で
す
。
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

登
録
方
法
に
つ
い
て
は
、情
報
政
策
課
（
内
線
２
２
８
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

■
秘
書
課（
内
線
２
０
５
）

のの

市
長
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

市
長
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

配
信
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

配
信
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

市のホームページをクリック
（http://www.city.omura.nagasaki.jp/）

「メールマガジン」→「購読申請」をクリッ
クして、必要事項を入力します。

「メールマガジン購読申請」の中から、「市
長メールマガジン」を選択して手続きを
行ってください。

※市長メールマガジンはパソコンで使
　用できるメールアドレスのみの受付
　になります。携帯電話ではご利用い
　ただけませんのでご注意ください。

登 録 方 法登 録 方 法

にに

税
な
ど
の
納
期
内
納
付

税
な
ど
の
納
期
内
納
付

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

納付カレンダー納付カレンダー

納期限は月末（12月は28日）です。月末が土・日・祝日
の場合は繰り下げになります。

※住宅使用料、保育料以外は、土・日・祝日、および年末年始の閉
　庁日を除き午後7時まで市役所収納課で納付できます。
※納付書をご持参ください。紛失された場合は再発行します。

■
税
務
課(

内
線
１
２
５)

M a i l  M a g a z i n e

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １月 ２月 ３月10月 11月 12月

市県民税（普徴）

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料（普徴）

住 宅 使 用 料

保 育 料

1期 2期 3期 4期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

1期

1期 2期 3期 4期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
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